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研究成果の概要（和文）：　本研究期間全体を通して実施した研究及びその成果の概要としては、研究代表者が
公表された論文・著書や学会報告からも分かるように、国内倒産手続及び国際倒産手続と仲裁の調和、外国倒産
手続における承認援助の基本的な枠組みについての比較的研究、最新のケースを通じた国際倒産における承認援
助の要件・効果に関する研究、倒産解除特約の効力等について考察を行い、日本国内外の倒産法および国際倒産
法の解釈論上・立法論上の課題について有益な提案を行ったことである。

研究成果の概要（英文）：The following is an overview of the research conducted throughout the entire
 research period and its achievements, as evidenced by the published papers, books, and conference 
presentations. In particular, the Principal Investigator has conducted analyses on the harmonization
 of domestic and cross-border insolvency proceedings and arbitration, comparative research on the 
basic framework of recognition and assistance in foreign insolvency proceedings, research on the 
requirements and effects of recognition and assistance in cross-border insolvency through the latest
 case, analyses of the effects of ipso facto clauses in insolvency proceedings, etc. Through these 
analyses, the principal investigator has proposed useful suggestions on the interpretation and 
legislative issues of Japanese and international insolvency law. 

研究分野： 倒産法
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究は、国際倒産におけるいくつかの重要な論点について考察するものであった。上記の研究成果は、①海外
資産の保全、②係属中の外国訴訟・仲裁の扱い、③倒産解除条項の効力、④海外資産の差押えと不法行為・不当
利得、⑤承認の要件（相互主義）、援助の立法モデル等、当初予定した研究計画の内容をほぼカバーするものと
いえる。これらの論点はいずれも国際倒産法の領域において重要な課題であり、申請者の研究成果はその解釈
論・立法論を考える上で、またアジア太平洋地域との結びつきが日々増している国際倒産実務において実務指針
となるものを提供することができたと考える。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 

 本研究は、近年急増するアジア太平洋地域における海運会社の倒産事例を契機として、国際倒
産におけるいくつかの重要な論点について考察するものであった。国際倒産に関する研究は少
なくないが、アジア太平洋地域の制度に焦点を当てた邦語研究はあまり見当たらない。 

しかし、近時アジア諸国の倒産制度の発展は目まぐるしく、また、第一中央汽船の再生事件か
らも分かるように、日本の海運会社が韓国、中国、オーストラリアと取引をしたり、船がこれら
の地域の港を経由することが必須となっているため、これらの地域の国際倒産制度に絡む多く
の法律問題が生ずる。欧米諸国のみでなく、アジア太平洋諸国における国際倒産制度を視野に入
れて考察を行うことは、日本法上の解釈論・立法論的問題や実務上の指針を考える上で極めて重
要な課題といえる。 

 

２．研究の目的 

 以上の背景を踏まえて、本研究は、国際倒産のいくつかの重要な論点について考察を行うもの
でる。具体的に、本研究では、 （１）海外資産の保全、（２）係属中の外国訴訟・仲裁の扱い、
（３）倒産解除条項の効力、（４）海外資産の差押えと不法行為・不当利得、（５）国境を超える
グループ会社倒産の実体的併合、（６）承認の要件（相互主義）、援助の立法モデル等につき掘り
下げた研究を行うものである。 

日本では、これまで、UNCITRAL モデル法や欧米諸国の国際倒産問題、日本の国際倒産法制
を扱った研究は少なくないが（山本克己＝山本和彦＝坂井秀行編『国際倒産法制の新展開』（経
済法令研究会・2001）、山本和彦『国際倒産法制』（商事法務・2002）、同「国際倒産法の規律と
若干の個別問題の検討（上）（下）」NBL1105 号 22 頁、1106 号〔2017〕58 頁、アンダーソン・
毛利・友常法律事務所編『クロスボーダー事業再生』〔商事法務・2015〕）。 

しかし、近時アジア諸国の倒産制度の発展は目まぐるしく、また、第一中央汽船の再生事件か
らも分かるように、日本の海運会社が韓国、中国、オーストラリアと取引をしたり、船がこれら
の地域の港を経由することが必須となっているため、これらの地域の国際倒産制度に絡む多く
の法律問題が生ずる。欧米諸国のみでなく、アジア太平洋諸国における国際倒産制度を視野に入
れて考察を行うことは、日本法上の解釈論・立法論的問題や実務上の指針を考える上で極めて重
要な課題といえる。 

 

３．研究の方法 

本研究では、アジア太平洋諸国の制度に焦点を当てつつ、これら地域の国際倒産制度の基本的
な枠組みについての紹介に止めるものでなく、日本法上重要な解釈論・立法論的課題となってい
る論点について、欧米制度との差異にも注目しながら掘り下げた研究を行うことに本研究の独
創性を見出すことに留意する。本研究では上記の各論点について考察し、それぞれ日本語やその
他の言語を用いて論文として公表するものである。 

 

４．研究成果 

本研究の代表的な研究成果としては、下記のものが挙げられる。 

 

（１）（論文）「倒産手続における仲裁―実体と手続」《当代法学》（Contemporary Law Review）
（中国）2018 年第 5 号） 

（２）（論文）「外国倒産手続における承認援助」政法大学 (Tribune of Political Science and 

Law)（中国）37 巻 5 号（2019） 

（３）（論文）「国際商事仲裁と倒産手続」人民司法（People's Justice）2019 年 3 号 

（４）（論文）｢倒産会社の取締役の対債権者責任制度について｣法律適用（Application of Law）
（中国）2020 年第 17 期 

（５）（論文）｢個人倒産法立法と経営者保証問題研究」南大法学（Nanjing University Law 

Journal）2020 年第 3 期 

（６）（論文）「中国の倒産手続におけるＩＴ化改革と近時の新展開」事業再生と債権管理 173

号（2021 年） 

（７）（論文）「倒産法の魅力･学ぶ意義」法学セミナー804 号（2022 年）。 

 （８）（判例評釈）「相殺禁止規定に違反した相殺を有効とする合意」松下淳一等編『倒産判例
百選(第６版）』(2021 年） 

（９）本『オーストラリア倒産法』（2022 年 1 月・弘文堂）（倒産解除条項を含む論文集）（第
一著者）（2021 年度科研研究成果公開促進費授与される） 

（１０） 本『域外個人破産典型案例解析および実務指針』（法律出版社・2024）日本法
とオーストラリア法のチャップターの執筆を担当 

（１１）（論文）「中小企業再建における株主の権利保護の理論的検討と制度的選択」清華法学
（Tsinghua University Law Journal）（中国）2023 年第 6 期等 



 

（１２） 研究会報告として、「国際倒産における承認援助の要件・効果」に関する一考察―
日本の民事再生手続が中国で承認された初の例を契機として」をテーマとして、民事訴訟法学会
関西支部と東京大学民事訴訟法研究会にて、2023 年２月、３月報告→2024 年前半中に公表予定 

（１３） 国際学会報告として、「私的整理と倒産 ADR」をテーマとして、上海仲裁委員
会・華 東政法大学が主催したシンポジウム（上海）において、2023 年 8 月に報告を行っ
た。 

（１４）国際学会報告として、「管財人の善管注意義務」をテーマとして、東アジア倒産再建
第１４回シンポジウム（杭州大会）において、２０２３年１１月に個別報告を行った。 

（１５）国際学会における翻訳・通訳を担当したものとして、「日中韓における国際倒産の現
状（ナショナールレポーター）」世界民事訴訟法大会（2019 年・神戸） 

（１６）国際学会における翻訳・通訳を担当したものとして、「倒産法の近時の検討課題（IT

化を踏まえて）」（第 10 回日韓民事訴訟法合同大会における日韓報告者の翻訳・通訳担当)→2025

年 3 月号の民事訴訟雑誌に掲載予定 

 

以上のほかにも、研究代表者は判例評釈等を公表しており、また、多くの国際会議で本課題と
直接又は間接的に関連する問題について報告者として、またはパネリストして報告を行ってき
た。 

 

以上の研究成果から分かるように、本研究では、当初予定した研究目的・計画の内容をほぼカ
バーしたといえる。これらの論点はいずれも国際倒産法の領域において重要な課題であり、申請
者の研究成果はその解釈論・立法論を考える上で、またアジア太平洋地域との結びつきが日々増
している国際倒産実務において実務指針となるものを提供することができたと考える。 
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